
 

議 案 第 ４ ２ 号   

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て  

（ 教 育 総 務 部 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）  

１  提 案 理 由  平 塚 サ ッ カ ー 場 改 修 工 事 に 関 す る 工 事 請 負 契 約 を 締 結 す る

も の  

２  内 容   平 塚 サ ッ カ ー 場 を 土 の グ ラ ウ ン ド か ら 人 工 芝 へ 改 修 し 、 あ

わ せ て 防 球 ネ ッ ト 及 び 外 周 施 設 の 改 修 工 事 を 行 う も の  

 
１  契 約 の 目 的  平 塚 サ ッ カ ー 場 改 修 工 事  

２  契 約 の 方 法  条 件 付 一 般 競 争 入 札  

３  契 約 の 金 額   ２ ４ ６ ， ６ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円  

４  契 約 の 相 手 方   上 尾 市 大 字 畔 吉 ７ ３ ９ 番 地 ９  

           大 石 建 設 興 業 株 式 会 社  

 

入  札  記  録  

入 札 日 時   令 和 元 年 ８ 月 ６ 日 （ 火 ） 午 前 １ ０ 時 ２ ５ 分  

入 札 業 者  入 札 額 （ 円 ）  摘 要  

１  千 代 本 興 業 株 式 会 社  ２ ２ ３ ， ８ ０ ７ ， ０ ０ ０  失 格  

２  大 石 建 設 興 業 株 式 会 社  ２ ２ ４ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０  落 札  

３  株 式 会 社 シ マ ダ  ２ ２ ４ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０   

４  ア サ ヒ 住 建 株 式 会 社  ２ ３ ６ ， ９ ７ ０ ， ０ ０ ０   

５  株 式 会 社 髙 徳 建 設   辞 退  

※  落 札 額 の １ ０ ０ 分 の １ １ ０ に 相 当 す る 金 額 が 契 約 し よ う と す

る 額 で あ る 。  

※  摘 要 欄 の 落 札 は 、 電 子 く じ の 結 果 に よ る も の で あ る 。 ま た 、

失 格 は 、 当 該 入 札 が 最 低 制 限 価 格 を 下 回 っ た こ と に よ る も の で

あ る 。  
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議案第４３号  

 財産の取得について 

（消防本部警防課） 

１ 提案理由 はしご付き消防ポンプ自動車を取得するもの 

２ 内容 火災現場における消火活動に充てるため、はしご付き消防

ポンプ自動車を更新整備して取得するもの 

 

１ 自動車の数量  はしご付き消防ポンプ自動車（更新） 

 １台 

２ 取 得 の 方 法  条件付一般競争入札 

３ 取 得 価 格  １９７，８９０，０００円 

４ 契約の相手方  千葉県船橋市小野田町１５３０番地 

株式会社モリタテクノス東日本営業部 

 

 

 

入 札 記 録 

入札日時  令和元年６月２１日（金）午前９時２０分 

入札業者  入札額（円）  摘要  

１  株式会社モリタテクノス東日本営業部 １７９，９００，０００  落札  

２  日本機械工業株式会社本社営業部 １８４，２００，０００   

３  株 式 会 社 モ リ タ 東 京 営 業 部   辞退  

※ 落札額の１００分の１１０に相当する金額が契約しようとす

る額である。 
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議案第４４号  

 財産の取得について 

（消防本部警防課） 

１ 提案理由 高規格救急自動車を取得するもの 

２ 内容 救急現場における高度な救命救急活動に充てるため、高規

格救急自動車を更新整備して取得するもの 

 

１ 自動車の数量  高規格救急自動車（更新） １台 

２ 取 得 の 方 法  条件付一般競争入札 

３ 取 得 価 格  ３０，１５１，０００円 

４ 契約の相手方  上尾市上平中央一丁目１１番地９ 

          埼玉トヨタ自動車株式会社 上尾店 

 

 

 

入 札 記 録 

入札日時  令和元年６月２１日（金）午前９時４０分 

入札業者  入札額（円）  摘要  

１  埼玉トヨタ自動車株式会社上尾店 ２７，４１０，０００  落札  

２  埼玉日産自動車株式会社フリート営業部  ２９，２００，０００   

３  株式会社サイボウ上尾営業所 ３２，４１０，０００   

４  ジーエムいちはら工業株式会社東京営業所 ３２，４５０，０００   

５  日本機械工業株式会社本社営業部 ３２，４５０，０００   

※ 落札額の１００分の１１０に相当する金額が契約しようとす

る額である。 
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議案第４５号  

 財産の取得について 

（消防本部警防課） 

１ 提案理由 高規格救急自動車を取得するもの 

２ 内容 救急現場における高度な救命救急活動に充てるため、高規

格救急自動車を新規に取得するもの 

 

１ 自動車の数量  高規格救急自動車（新規） １台 

２ 取 得 の 方 法  条件付一般競争入札 

３ 取 得 価 格  ３０，１０７，０００円 

４ 契約の相手方  上尾市上平中央一丁目１１番地９ 

          埼玉トヨタ自動車株式会社 上尾店 

 

 

 

入 札 記 録 

入札日時  令和元年６月２１日（金）午前１０時００分 

入札業者  入札額（円）  摘要  

１  埼玉トヨタ自動車株式会社上尾店 ２７，３７０，０００  落札  

２  埼玉日産自動車株式会社フリート営業部  ２８，９５０，０００   

３  株式会社サイボウ上尾営業所 ３２，３６０，０００   

４  ジーエムいちはら工業株式会社東京営業所 ３２，４００，０００   

５  日本機械工業株式会社本社営業部 ３２，４００，０００   

※ 落札額の１００分の１１０に相当する金額が契約しようとす

る額である。 
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議案第４６号 

損害賠償の額を定め、和解することについて 

（学校教育部学校保健課） 

１ 提案理由 上尾市立小学校における児童の負傷事故の損害賠償の額を

定め、和解するもの 

２ 内容 １ 相手方 甲（被害者） 

住 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

        氏 名 〇 〇 〇 〇 

親権者父 〇 〇 〇 〇 

親権者母 〇 〇 〇 〇 

乙（連帯債務者） 

 住 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

        氏 名 〇 〇 〇 〇 

親権者父 〇 〇 〇 〇 

親権者母 〇 〇 〇 〇 

２ 事故の概要 平成２３年２月２１日午前１１時ころ、上

尾市立小学校教室内において、社会科の授

業時間中に、乙が投げた分度器が甲の左目

に当たり、角膜裂傷等の傷害を負ったもの 

３ 和解の要旨 本件負傷事故に関する損害賠償金１，６９

６万１，２０４円について、乙は甲に対し

８０１万８，６５８円を支払い、市は甲に

対し８９４万２，５４６円を支払う。市、

甲及び乙は、本件事故に関し、そのほかに

は一切の債権債務がないことを確認する。 
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議案第４７号 

専決処分の承認を求めることについて 

（行政経営部財政課） 

１ 提案理由 参議院埼玉県選出議員補欠選挙を令和元年１０月２７日に

執行することが同年８月８日に決定されたことに伴い、その

選挙費について緊急に平成３１年度上尾市一般会計補正予算

（第３号）を編成する必要が生じ、同月１３日専決処分した

ので、その承認を求めるもの 

２ 内容 歳入歳出補正予算額 ５９，９７９千円の追加 

 

【歳入】 

県支出金（参議院埼玉県選出議員補欠選挙事務委託金） 

 

【歳出】 

 参議院埼玉県選出議員補欠選挙事業 
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議案第４８号  

上尾市の公の施設を桶川市の住民の利用に供させることに関する協議につ

いて                  （上下水道部下水道施設課） 

１ 提案理由 上尾市公共下水道を桶川市の住民の利用に供させることに

ついて協議するもの 

２ 内容 上尾市の公共下水道を桶川市の住民が利用するため、上尾

市に隣接する桶川市東二丁目地区の一部区域について、桶川

市と本市で地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づく

協定を締結する。 

 

１ 利用に供させる公の施設の名称 

上尾市公共下水道 

 

２ 区域外流入対象区域 

  桶川市東二丁目地内 

 

３ 区域外流入対象面積 

  約０．００５ヘクタール 

 

４ 利用の方法 

  上尾市下水道条例の定めるところによる 

 

５ 経費の負担 

  桶川市の負担とする 

 

対象地番（別図 対象区域） 

土地の所在 地  番 地 目 地 積（㎡） 

桶川市東二丁目 ９０４番１０ 宅地 ５４．２１ 
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協 定 書 

上尾市（以下「甲」という。）と桶川市（以下「乙」という。）とは、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第２項の規定によ

り、乙の住民が甲の公共下水道を利用することに関し、次のとおり協定を

締結する。 

 （公共下水道の利用者） 

第１条 甲の公共下水道を利用することができる乙の住民（以下「利用者」

という。）は、別図に示す区域（以下｢対象区域｣という。）内の土地の

所有者、使用者及び占有者とする。 

 （接続方法） 

第２条 利用者が甲の公共下水道に排水設備等を接続する方法は、上尾市

下水道条例（昭和５０年上尾市条例第１８号）の規定に基づくものとす

る。 

 （維持管理） 

第３条 甲及び乙は、財産区分に応じ維持管理するものとする。 

 （区域外流入負担金） 

第４条 乙は、対象区域（道路部分を除く。）について、１平方メートル

当たり３５６円を甲に負担するものとする。 

 （使用料） 

第５条 乙は、桶川市下水道使用料条例（昭和５５年桶川市条例第１９号）

の規定に基づき利用者から使用料を徴収するものとする。 

 （その他） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたとき

は、甲、乙協議して定めるものとする。 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の

上、それぞれの１通を保有する。 
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  令和  年  月  日 

 

               

              上尾市本町三丁目１番１号 

            甲 上 尾 市 

                 上尾市長 畠 山   稔  印 

 

桶川市泉一丁目３番２８号 

            乙 桶 川 市 

              桶川市長 小 野 克 典  印 
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桶川市東二丁目

上尾市大字上

上尾市公共下水道

対象区域別図
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1 ブロック  

２ブロック  

３ブロック  

５ブロック  

４ブロック  

市道路線ブロック区分図 

 

議案第４９号  

市道路線の認定について 

（都市整備部道路課） 

１ 提案理由 都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線と

して認定するもの 

２ 内容  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線と

して認定する。 

区分  路線名  路線数  延長（ｍ）  

１ブロック  １０７７８号線  １  １０１．６７  

３ブロック  

３１１９２号線  １  ５７．６６  

３１１９３号線  １  ７７．１９  

３１１９４号線  １  ８０．１８  

５ブロック  ５１１３８号線  １  ７２．４９  

計   ５  ３８９．１９  
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認定路線図（位置図） 

1：5,000 

１ブロック 

凡例 

 

認定路線 

国道１７号線上尾道路 

10778 号線 

L=101.67 W＝5.00 

 

 

主要地方道さいたま鴻巣線 

西上尾第一団地 

Ｎ 
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認定路線図（位置図） 

1：5,000 

3 ブロック 

 

 

 

 

凡例 

 

認定路線 

31192 号線 

L＝57.66 W＝4.00 

 

 

ふれあいの森 2015 

 

Ｎ 

上尾市東消防署上平分署 
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認定路線図（位置図） 

1：5,000 

３ブロック 

 

 

 

 

 

凡例 

 

認定路線 

31193 号線 

L＝77.19 W＝4.50 

 

 

Ｎ 

上平公園・上尾市民球場 

市立東中学校 

上尾市消防本部・東消防署 
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認定路線図（位置図） 

1：5,000 

３ブロック 

 

Ｎ 

凡例 

 

認定路線 

主要地方道さいたま菖蒲線 

平塚公園 

県道上尾蓮田線 

31194 号線 

L=80.18 W＝4.50   
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認定路線図（位置図） 

1：5,000 

５ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

 

認定路線 

市立東町小学校 

51138 号線 

L=72.49 W＝4.50 

 

 

上尾運動公園 

芝川 

Ｎ 

県立武道館 

さいたま水上公園 

国道１７号線 

県道上尾環状線 
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